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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 6日 (2004.12.6)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 発 明 の 名 称
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 発 明 の 名 称 】 画 像 通 信 装 置 ロ グ ラ ム

及 び 記 憶 媒 体
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　

す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 は 、

複 数 の 画 像 の 一 つ を 選 択 す る た め の 選 択 方 法 、 、 プ
、 、

画 像 通 信 装 置 に 装 着 さ れ る 記 憶 媒 体 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 画 像 の 一 つ を 外 部 機 器 か ら 選 択
す る た め の 選 択 方 法 に お い て 、
　 前 記 画 像 通 信 装 置 は 、 所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像
を 生 成 し 、
　 前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル 名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の
画 像 の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関 連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ
ル を 前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 し 、
　 前 記 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前 記 番 号 で 選 択 さ れ た 画 像
の フ ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参 照 し て 、 取 得 し 、
　 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得 選 択 方 法

イ ン デ ッ ク ス 画 像 生 成 ス テ ッ プ 所 定 枚 の 画 像 が 撮 影 さ れ る 毎 に 、 イ ン デ ッ ク ス



す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ３ 】
　

す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 。
【 請 求 項 ４ 】
　

手 段 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す 像 通
信 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 す る こ と を
特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 画 像 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 は 、
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 画 像 通 信 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 画 像 通 信 装 置

プ ロ グ ラ ム 、
　

る こ と を 特 徴 と す る プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 画 成 ス テ ッ プ は 、

を 生 成 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ９ 】
　

す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 乃 至 に 記 載 の プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た こ と を 特 徴 と す る 記 憶 媒 体 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ １ 】
　 　 【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
　 本 発 明 は 、

画 像 通 信 装 置 プ ロ グ ラ ム 及 び 記 憶 媒 体 に 関 す
る 。
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画 像 を 生 成 選 択 方 法

前 記 イ ン デ ッ ク ス 画 像 生 成 ス テ ッ プ は 、 サ ム ネ イ ル 画 像 サ イ ズ 内 に 配 置 で き る サ イ ズ に
所 定 枚 の 画 像 を 縮 小 選 択 方 法

複 数 の 画 像 を 記 憶 す る 記 憶 媒 体 を 装 着 す る 装 着 手 段 と 、
　 前 記 画 像 通 信 装 置 は 、 所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像
を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、
　 前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル 名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の
画 像 の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関 連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ
ル を 前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 す る 保 存 手 段 と 、
　 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前 記 番 号 で 選 択 さ れ た 画 像 の フ
ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参 照 し て 、 取 得 す る フ ァ イ ル 名
取 得 手 段 と 、
　 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得 す る 画 像 取 得 る 画

前 記 生 成 手 段 は 、 所 定 枚 の 画 像 が 撮 影 さ れ る 毎 に 、 イ ン デ ッ ク ス 画 像 を 生 成
３

生 成 手 段 サ ム ネ イ ル 画 像 サ イ ズ 内 に 配 置 で き る サ イ ズ に 所 定 枚 の 画 像 を 縮 小 す
３

に 装 着 さ れ る 記 憶 媒 体 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 画 像 の 一 つ を 外 部 機 器 か ら 選 択
す る た め の 選 択 に お い て

所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像 を 生 成 し 、
　 前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル 名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の
画 像 の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関 連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ
ル を 前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 し 、
　 前 記 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前 記 番 号 で 選 択 さ れ た 画 像
の フ ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参 照 し て 、 取 得 し 、
　 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得 す 選 択

イ ン デ ッ ク ス 像 生 所 定 枚 の 画 像 が 撮 影 さ れ る 毎 に 、 イ ン デ ッ ク ス
画 像 ７ 選 択

前 記 イ ン デ ッ ク ス 画 像 生 成 ス テ ッ プ は 、 サ ム ネ イ ル 画 像 サ イ ズ 内 に 配 置 で き る サ イ ズ に
所 定 枚 の 画 像 を 縮 小 ７ 選 択

７ ９ 選 択

画 像 通 信 装 置 に 装 着 さ れ る 記 憶 媒 体 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 画 像 の 一 つ を 外 部 機
器 か ら 選 択 す る た め の 選 択 方 法 、 、 選 択 、 、



【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 は 、 上 述 し た 従 来 技 術 の 有 す る 問 題 点 を 解 消 す る た め に な さ れ た も の で 、 そ の 目
的 は 、 所 望 の 画 像 を 容 易 に 選 択 す る こ と を 可 能 に し た

画 像 通 信 装 置 プ ロ グ ラ ム 及 び 記 憶 媒 体 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の は 、

す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の は 、

と を 有 す る こ と を 特 徴 と
す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
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複 数 の 画 像 の 一 つ を 選 択 す る た め の
選 択 方 法 、 、 選 択 、 、

選 択 方 法 画 像 通 信 装 置 に 装 着 さ れ る 記 憶 媒 体 に
記 憶 さ れ た 複 数 の 画 像 の 一 つ を 外 部 機 器 か ら 選 択 す る た め の 選 択 方 法 に お い て 、 前 記 画 像
通 信 装 置 は 、 所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像 を 生 成 し 、
前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル 名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の 画
像 の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関 連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル
を 前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 し 、 前 記 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前
記 番 号 で 選 択 さ れ た 画 像 の フ ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参
照 し て 、 取 得 し 、 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得

画 像 通 信 装 置 複 数 の 画 像 を 記 憶 す る 記 憶
媒 体 を 装 着 す る 装 着 手 段 と 、 前 記 画 像 通 信 装 置 は 、 所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し
て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像 を 生 成 す る 生 成 手 段 と 、 前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル
名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関
連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 す る 保 存 手 段 と
、 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前 記 番 号 で 選 択 さ れ た 画 像 の フ
ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参 照 し て 、 取 得 す る フ ァ イ ル 名
取 得 手 段 と 、 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得 す る 画 像 取 得 手 段



【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の プ ロ グ ラ ム は 、

す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 更 に 、 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の 記 憶 媒 体 は 、 前 記 プ ロ グ ラ ム を 格 納 し た
こ と を 特 徴 と す る 。
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選 択 画 像 通 信 装 置 に 装 着 さ れ
る 記 憶 媒 体 に 記 憶 さ れ た 複 数 の 画 像 の 一 つ を 外 部 機 器 か ら 選 択 す る た め の 選 択 プ ロ グ ラ ム
に お い て 、 所 定 枚 数 の 画 像 を 所 定 の 位 置 に 配 置 し て 一 枚 の イ ン デ ッ ク ス 画 像 を 生 成 し 、 前
記 所 定 枚 数 の 画 像 の 夫 々 の フ ァ イ ル 名 と 、 前 記 所 定 の 位 置 に 配 置 し た 前 記 所 定 枚 数 の 画 像
の 夫 々 に 割 り 当 て ら れ る 番 号 と の 関 連 を 記 載 し た 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を
前 記 記 憶 媒 体 に 保 存 し 、 前 記 外 部 機 器 に お い て イ ン デ ッ ク ス 画 像 に 含 ま れ る 画 像 か ら 前 記
番 号 で 選 択 さ れ た 画 像 の フ ァ イ ル 名 を 、 前 記 画 像 デ ー タ フ ァ イ ル 名 参 照 用 フ ァ イ ル を 参 照
し て 、 取 得 し 、 取 得 し た フ ァ イ ル 名 の 画 像 を 取 得

選 択
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